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長掛栄一税理士事務所

【不定期発行】

★平成２２年度税制改正関連情報（その２）

平成２２年度税制改正は、既にご案内の通り現在政府税制調査会で連日検討が進められていると

ころです。

前号（第１０号）では、各省庁から出された租税特別措置を中心とした改正要望についてご案内

しましたが、ここにきて「要望にない項目」が税制改正検討事項として１１月３０日夕の税制調査

会に提示されてきています。

資産税関連においても、改正された場合には大きな影響を及ぼすものが含まれているので、取り

急ぎ項目をご案内します。

これらの項目の多くは、会計検査院の検査報告の中に制度の機能や効果の点から疑問視する指摘

があったものであり、税制調査会の対応が注目されるところです。

平成２２年度税制改正大綱は１２月１１日（金）発表の予定です。

（長掛栄一）

個人資産税のホットな情報をお届けします

税 項目 検討内容（改正案）

相
続
税

定期金に関する権利の評価方法の
見直し

給付事由が発生している定期金に関する権利の評価に
ついては、所要の経過措置を講じた上、①解約返戻金
相当額、②一時金相当額、③約定利率を基に算出した
額にいずれか高い金額とする方法に見直すこととし、
給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価
についても、これに準じてその評価方法を見直すこと
とする。

障害者控除の見直し
計算式（６万円×７０歳に達するまでの年数）のうち、
平均寿命の延伸を踏まえ「７０歳」を「８５歳」見直
す。

小規模宅地等の課税の特例の見直
し

1. 相続人等が居住又は事業を継続しない宅地等につ
いての軽減措置（現行：２００㎡までは５０％減
額）を廃止する。

2. 一の宅地等について共同相続があった場合には、
取得した者ごとに適用要件を判定する。

3. 一棟の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等とそ
れ以外の用途の宅地等がある場合には、用途ごと
に按分して計算する。

4. 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供され
ていた一の宅地等に限ることを明確化する。

消
費
税

仕入控除税額の調整措置に係る適
用の適正化

課税事業者を選択した上で、一定の資産の取得に係る
消費税額につき仕入税額控除を行った事業者について、
還付税額の調整措置の対象となるよう、当該資産の取
得後３年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適
用を制限する。
→ いわゆる自販機節税の封じ込めか

＜要望にない項目のうち個人資産税に関連するもの＞


